
現在の法体系による仕組み

現実には、

○課題

・自助、共助の法規範が希薄
・自助、共助の役割、責任が明確でない
・互いの役割が、十分に認識されていない

南海地震対策における条例の位置付けについて

・行政、防災関係機関主導による取り組み
では、大きな減災効果は期待できない

地域防災計画

公助 自助・共助

地域防災計画

公助 自助・共助

弱い 弱い

課題を解決するた
めには

地域防災計画　＋　南海地震条例

自助

共助 公助

　　　　　　　　　　　　南 海 地 震 条 例

＜南海地震条例に定める内容＞
●県民の皆様の生命に関わること
●県、県民、事業者等との役割分担や連携に関するこ
と
●県民の皆様、事業者等に役割や理解を求めるもの
●県民の皆様、事業者等に守っていただきたいこと

行政、県民、自主防災組織、事業者等の役割を明確化し、各主
体が連携しながら、主体的な取り組みを推進する。

　　　　　　地 域 防 災 計 画

＜地域防災計画に定める内容＞
●防災対策全般の基本となる計画

　
　

公助
自助・
共助

公助
自助・
共助

相互に
補完

南海地震から県民の生命、
身体及び財産を守る

＋

＋
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災害対策基本法
（すべての基本）

防災基本計画
（我が国の防災対策の

基本となる計画）

高知県地域防災計画（高知県における防災対策の基本となる計画）※推進計画含む

地震防災戦略
（減災目標等）

東南海・南海地震特別措置法

中央防災会議（内閣総理大臣を長とする我が国の防災組織のトップ）

高知県防災会議（知事を長とする高知県の防災組織のトップ）

防災業務計画
（推進地域に　おける対策）

東南海・南海地震応急
対策活動要領

東南海・南海地震防災
対策推進基本計画

南海地震対策に係る法体系と南海地震条例との関係（概略イメージ図）南海地震対策に係る法体系と南海地震条例との関係（概略イメージ図）

指定行政機関・指定公共機関
（目標の設定）

東南海・南海地震に関する対策大綱
（予防、応急、復旧・復興までのマスタープラン）

事業者

ＢＣＰ
対策計画等

住民等市町村

市町村地域
防災計画等

自主防災
活動等

南海地震に備える基本的な方向
（目標の設定を含む）

各種計画等

防災関係機関高知県南海地震対策推進本部

各種計画等

県
民
と
と
も
に
つ
く
る

県
民
と
と
も
に
つ
く
る

南
海
地
震
条
例

南
海
地
震
条
例

問
題
解
決

公助　公助　（防災会議の構成員等）（防災会議の構成員等） 自助・共助自助・共助

基
本
的
事
項

＊ 行政・防災関係機関主導による取り組みでは、大
きな減災効果は期待できない

＊自助・共助の法的根拠が希薄
＊自助・共助の役割・責任が明確でない

ＮＰＯ等

支援活動
等
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